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参考資料７ 
 
■新任者行政栄養士人材育成計画 作成の手引き［府保健所版・市町村版共通］ 
 
（１）作成者 
 新任者が所属する自治体の実地指導者が作成します。 
 作成の際には、教育担当者が補佐します。 
 
（２）作成の時期 
 ガイドライン P１３ 表４新任者行政栄養士年間研修プログラムを参考に、新任者

が配属されたらなるべく早期に作成ください。 
 
（３）作成方法と表の見方 
 ① 記載者欄 
 それぞれ記入者の所属、職名、氏名を記入ください。 
 
 ② 業務内容と優先度 
 一年目に見学等を行うことが望ましい業務に★を入れています。計画作成時の参

考にしてください。 
 
 ③ 事業名・見学日程、保健所・市町村名 
 近隣市町村・保健所を中心に、見学可能な事業名と実施日、自治体名と担当者名

等を記入ください。なお調整時には、管内保健師・栄養士ブロック研修担当者と連

携をとるよう留意ください。 
 
 ④ 該当する獲得能力項目 
 ガイドライン P３０ 様式２－１［新任期］到達目標シートの「必要な能力～項

目」欄を参照し、当該事業を見学・体験することで獲得してほしい能力項目を記入

ください。複数項目でもかまいません。 
 また、初年度で全ての項目が埋まらなくともかまいません。計画的・持続的に育

成し、積み上げることとします。［記入の例：パパママ教室 1-2、1-5、2-2、4-3 等］ 
 
 ⑤ 備考欄 
 必要時活用ください。 
 
 ⑥ コメント欄 
 作成した人材育成計画は新任者の上司に提出します。新任者の上司は必要があれ

ばコメント欄を記入ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

P５４ 

参考資料８ 
■到達目標評価シート 作成の手引き ［新任期版］ 
 
（１）作成者 
 新任者自身が作成し、実地指導者等の助言をうけて完成させます。 
 必要に応じ、教育担当者らが補佐します。 
 
（２）作成の時期 
 ガイドライン P１３ 表４新任者行政栄養士年間研修プログラム 及び P２３ 

表６各ステージにおける評価時期 を参考に、前期・後期として適切な時期に実施

ください。 
 
（３）作成方法と表の見方 
 ① 記載者欄 
 それぞれ記入者の所属、職種、氏名を記入ください。 
 
 ② 自己評価欄 
 前期・後期ごとに、新任者自身が到達度の目安の区分（ガイドライン P２４ 表

７評価基準）を記入します。記入したら、実地指導者等の助言をうけて完成させま

す。 
 
 ③ コメント欄 
 前期・後期ごとに、新任者及び所属の上司により記入ください。 
 
 ④ ★のついた項目 
 府のみ該当の項目です。市町村の方は記入不要です。 
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参考資料８ 
■到達目標評価シート 作成の手引き ［新任期版］ 
 
（１）作成者 
 新任者自身が作成し、実地指導者等の助言をうけて完成させます。 
 必要に応じ、教育担当者らが補佐します。 
 
（２）作成の時期 
 ガイドライン P１３ 表４新任者行政栄養士年間研修プログラム 及び P２３ 

表６各ステージにおける評価時期 を参考に、前期・後期として適切な時期に実施

ください。 
 
（３）作成方法と表の見方 
 ① 記載者欄 
 それぞれ記入者の所属、職種、氏名を記入ください。 
 
 ② 自己評価欄 
 前期・後期ごとに、新任者自身が到達度の目安の区分（ガイドライン P２４ 表

７評価基準）を記入します。記入したら、実地指導者等の助言をうけて完成させま

す。 
 
 ③ コメント欄 
 前期・後期ごとに、新任者及び所属の上司により記入ください。 
 
 ④ ★のついた項目 
 府のみ該当の項目です。市町村の方は記入不要です。 
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参考資料９ 

■到達目標評価シート 作成のてびき ［中堅期ⅠⅡ、管理期版］ 
 
（１）作成者 
 行政栄養士自身が作成します。 
 必要に応じ、所属の上司から助言をうけます。 
 
（２）作成の時期 
 ガイドライン P２３ 表６各ステージにおける評価時期 を参考に、適切な時期

に実施ください。 
 
（３）作成方法と表の見方 
 ① 記載者欄 
 それぞれ記入者の所属、職種、氏名を記入ください。 
 
 ② 自己評価欄 
 行政栄養士自身が到達度の目安の区分（ガイドライン P２４ 表７評価基準）を

記入します。 
 
 ③ 評価欄 
 行政栄養士自身が記入します。その年度に力を入れた事業等を通じ、獲得した能

力やより獲得したい能力等、２～３くらいを選んで詳細を記入ください。 
 
 ④ ★のついた項目 
 府のみ該当の項目です。市町村の方は記入不要です。 
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「行政栄養士の人材育成ガイドライン」作成に係る取組経過について 
 

                 令和元年 11 月 
 

１ 目的  

地域における行政栄養士による効果的な施策の企画や業務の推進のため、人材育成マニュア

ルを作成し、体系的な研修等を通して、行政栄養士の人材育成を図る。 

行政栄養士は１人配置が多く、また全体数としても少ないため、効果的な施策を展開する上

で、人材育成が急務であり、平成 30 年度より取り組むこととした。 

 

２ 京都府内の配置状況について（平成 30 年 4 月現在） 

 京都府  １３名 

１人配置保健所（5 保健所）、2 人配置保健所（2保健所） 

  本庁：健康対策課、医療保険政策課、生活衛生課、食の安心・安全推進課 各 1 名     

※年代別人数 20 歳代 2名、30 歳代 3 名、40 歳代 5 名、50 歳代 3 名  

 市町村（２５市町村）３６名（正規１５市町、非正規６市町）栄養士未配置４町村 

 

  

３ マニュアルの作成について 

  厚生労働省健康局健康課栄養指導室発出「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄

養・食生活の改善の基本指針」を実践するための資料集（追加資料）（人材育成関係）及び日

本栄養士会公衆衛生事業部作成「人材育成ガイド 公衆栄養分野における人材育成の考え方」

（H28.3）等を参考に作成 

 

（１）取組経過及び内容 

時 期 内  容 

府栄養士会議・研修 栄養関係データ分析ワーキング会議 

（人材育成グループ） 

平成 30 年 8 月 

～9 月 

行政栄養士の業務推進に係る課題の

明確化 ★①アンケート実施 

8／21（火） 

アンケート（案）の作成 

10 月 3 日（水） ★行政栄養士の人材育成研修会  

課題の明確化 ★②グループワーク 

 

10 月中旬～ 

平成 31 年 1 月 

中旬 

 マニュアル方向性の検討 

10／15（月）行政栄養士研修会の振り

返り、骨子（案）の整理 

1／10（木）骨子（案）の検討  

平成 31 年 

3 月 1 日（金） 

行政栄養士研修会（第 2 回）後 

行政栄養士の目指す姿（案）の意見 

交換（府保健所栄養士全員参加） 

3／6（水） 

意見交換の振り返り、目指す姿（案）

の整理 

3 月 22 日（金） 栄養業務推進担当者会議において、基

本的な方向性（めざす姿）協議 

（保健所保健室副室長、府保健所栄養

士全員参加） 

 

令和元年5月下

旬 

京都府新任期栄養士の人材育成（試

行）：プリセプター栄養士の配置、他

保健所への事業見学実施にむけた調

整及実施等 

 

6 月 14 日（金） ★新人保健師研修会（地域診断） 

において、新任期栄養士の受講を可能

（府保健所 1 名、市町村４名） 

8／5（月）マニュアル（案）の検討 
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「行政栄養士の人材育成ガイドライン」作成に係る取組経過について 
 

                 令和元年 11 月 
 

１ 目的  

地域における行政栄養士による効果的な施策の企画や業務の推進のため、人材育成マニュア

ルを作成し、体系的な研修等を通して、行政栄養士の人材育成を図る。 

行政栄養士は１人配置が多く、また全体数としても少ないため、効果的な施策を展開する上

で、人材育成が急務であり、平成 30 年度より取り組むこととした。 

 

２ 京都府内の配置状況について（平成 30 年 4 月現在） 

 京都府  １３名 

１人配置保健所（5 保健所）、2 人配置保健所（2保健所） 

  本庁：健康対策課、医療保険政策課、生活衛生課、食の安心・安全推進課 各 1 名     

※年代別人数 20 歳代 2名、30 歳代 3 名、40 歳代 5 名、50 歳代 3 名  

 市町村（２５市町村）３６名（正規１５市町、非正規６市町）栄養士未配置４町村 

 

  

３ マニュアルの作成について 

  厚生労働省健康局健康課栄養指導室発出「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄

養・食生活の改善の基本指針」を実践するための資料集（追加資料）（人材育成関係）及び日

本栄養士会公衆衛生事業部作成「人材育成ガイド 公衆栄養分野における人材育成の考え方」

（H28.3）等を参考に作成 

 

（１）取組経過及び内容 

時 期 内  容 

府栄養士会議・研修 栄養関係データ分析ワーキング会議 

（人材育成グループ） 

平成 30 年 8 月 

～9 月 

行政栄養士の業務推進に係る課題の

明確化 ★①アンケート実施 

8／21（火） 

アンケート（案）の作成 

10 月 3 日（水） ★行政栄養士の人材育成研修会  

課題の明確化 ★②グループワーク 

 

10 月中旬～ 

平成 31 年 1 月 

中旬 

 マニュアル方向性の検討 

10／15（月）行政栄養士研修会の振り

返り、骨子（案）の整理 

1／10（木）骨子（案）の検討  

平成 31 年 

3 月 1 日（金） 

行政栄養士研修会（第 2 回）後 

行政栄養士の目指す姿（案）の意見 

交換（府保健所栄養士全員参加） 

3／6（水） 

意見交換の振り返り、目指す姿（案）

の整理 

3 月 22 日（金） 栄養業務推進担当者会議において、基

本的な方向性（めざす姿）協議 

（保健所保健室副室長、府保健所栄養

士全員参加） 

 

令和元年5月下

旬 

京都府新任期栄養士の人材育成（試

行）：プリセプター栄養士の配置、他

保健所への事業見学実施にむけた調

整及実施等 

 

6 月 14 日（金） ★新人保健師研修会（地域診断） 

において、新任期栄養士の受講を可能

（府保健所 1 名、市町村４名） 

8／5（月）マニュアル（案）の検討 
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8 月 30 日（金） ★新任期栄養士の人材育成に係る意

見交換会（府保健所 1名、市町村 3

名） 

9／27（金）マニュアル（案）の検討 

10 月 7 日（月） ★新人保健師研修会（保健事業の展開

と評価）において、新任期栄養士の受

講を可能（府保健所 1名、市町村 4

名） 

 

            ★府栄養士、市町村栄養士参加 

 

（２）栄養関係データ分析ワーキング会議について    

京都府保健所 ３～４名による検討会議を実施  

平成 30 年度 山城北保健所 金井主査、南丹保健所 神原主査、 

中丹西保健所 安田副主査、丹後保健所 阪口技師、（健康対策課 金川主査） 

令和元年度 山城北保健所 金井副室長、南丹保健所 長野副主査 

中丹西保健所 安田副主査、丹後保健所 加藤技師、健康対策課 金川主査 

 

 

４ マニュアルの概要 

（１）マニュアルの対象の範囲 

京都府、市町村（京都市除く）の行政栄養士を対象とする 

（２）京都府行政栄養士の目指す姿 

別紙のとおり 

基本的な方向性（めざす姿）は市町村においては各自治体で設定 

（３）マニュアルの構成 

 １ マニュアルの目的と位置づけ 

 ２ 行政栄養士の育成の現状と課題 

 ３ 京都府行政栄養士育成の考え方 

 ４ 人材育成のための教育体系 

 ５ 現任教育の過程と到達目標 

 ６ 各部署の役割及び関係機関との連携 

 ７ 適切な配置体制の整備 

 ８ 参考資料 
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【関連通知】 

 １）地域保健対策の推進に関する基本的な指針の一部改正について 

   （平成 24 年 7 月 31 日付け健発 0731 第 8 号厚生労働省健康局長通知） 

 ２）地域における行政栄養士よる健康づくり及び栄養・食生活の改善について 

   （平成 25 年 3 月 29 日付け健発 0329 第 9 号厚生労働省健康局長通知） 

 ３）地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本指針 

について 

（平成 25 年 3 月 29 日付け健が発 0329 号第 4号厚生労働省健康局がん対策・ 

健康増進課長通知） 

 ４）特定給食施設における栄養管理に関する指導及び支援について 

   （平成 25 年 3 月 29 日付け健が発 0329 号第 3 号厚生労働省健康局がん対策・ 

   健康増進課長通知） 

 ５）「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本方針」 

を実践するための資料集（追加資料）について 

（平成 29 年 3 月 31 日付け厚生労働省健康局健康課栄養指導室 事務連絡） 

 

【参考資料】 

 １）京都府人材育成プラン 

   （平成 27 年 4 月 京都府） 

 ２）京都府 新人保健師研修ガイドライン 

   （平成 24 年 4 月 京都府） 

 ３）京都府 中堅期・管理期保健師研修ガイドライン 

   （平成 26 年 4 月 京都府） 

 ４）京都府保健師活動指針 

   （平成 27 年 3 月 京都府） 

 ５）人材育成ガイド 公衆栄養分野における人材育成の考え方 

   （平成 28 年 3 月 公益社団法人日本栄養士会 公衆衛生事業部） 

 ６）行政栄養士の人材育成ビジョンを考えるために～自治体の保健・医療・福祉等の 

目指す姿の実現に最大限の力を発揮できる行政栄養士へ～ 

（平成 28 年 8 月 厚生労働省健康局健康課栄養指導室）  

 ７）市町村栄養士の人材育成ビジョンを考えるために～自らの成長をベースにした 

人材育成で、組織における政策づくりの担い手を目指す～ 

（平成 29 年 3 月 厚生労働省健康局健康課栄養指導室） 

 ８）福井県行政栄養士人材育成ガイドライン 

   （平成 30 年 3 月 福井県健康福祉部地域福祉課） 

 ９）京都府保健医療計画 

   （平成 30 年 3 月 京都府） 

 10）京都府総合計画 

   （令和元年 10 月 京都府） 
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